
 岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年３月14日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第６号 

   岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則 

 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び土木部長等専決事項（第５条、第

30条、第38条関係） 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び土木部長等専決事項（第５条、第

30条、第38条関係） 
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 ［略］           ［略］         

 63 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

（平成７年法

律第123号）の

施行に関する

事務 

       ［略］   63 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

（平成７年法

律第123号）の

施行に関する

事務 

第７条及び附則第

３条第１項 

報告の受理  ○  ○  ［略］  

          第８条第１項（附

則第３条第３項に

おいて読み替えて

準用する場合を含

む。） 

是正命令等  ○  ○   

          第12条第１項（附

則第３条第３項に

おいて準用する場

合を含む。）、第

15条第１項、第16

条第２項及び第27

条第１項 

指導及び助言  ○  ○  

          第12条第２項（附

則第３条第３項に

おいて準用する場

合を含む。）、第

15条第２項及び第

27条第２項 

指示  ○  ○  

            第13条第１項（附

則第３条第３項に

おいて読み替えて

準用する場合を含

む。）、第15条第

４項、第24条第１

項及び第27条第４

項 

報告の徴収又は

立入検査 

 ○  ○   

  第８条第１項（第

９条第２項におい

て準用する場合を

含む。） 

 ［略］         第17条第１項（第

18条第２項におい

て準用する場合を

含む。）、第22条

第１項及び第25条

第１項 

 ［略］       

   第８条第３項（第

９条第２項におい

て準用する場合を

含む。） 

計画の認定  ［略］       第17条第３項、第

18条第１項、第22

条第２項及び第25

条第２項 

認定  ［略］     

  第８条第４項（第

９条第２項におい

て準用する場合を

含む。） 

 ［略］         第17条第４項（第

18条第２項におい

て準用する場合を

含む。） 

 ［略］       

 

 



             第17条第10項（第

18条第２項におい

て準用する場合を

含む。） 

建築主事への通

知 

 ○  ○   

  第10条  ［略］         第19条  ［略］       

 第11条  ［略］        第20条  ［略］      

  第12条  ［略］         第21条及び第23条  ［略］       

           63の２ 建築物 

の耐震改修の

促進に関する

法律施行規則

（平成７年建

設省令第28号

）の施行に関

する事務 

第30条第１項、第

34条第１項及び第

38条第１項 

認定の通知  ○  ○  センター所

長にあっては

、岩手土木セ

ンター所長及

び千厩土木セ

ンター所長を

除く。 

 

           63の３ 建築物

の耐震改修の 

第４条、第10条及

び第14条 

不認定の通知  ○  ○  センター所

長にあっては 

 

           促進に関する

法律施行細則

（平成26年岩

手県規則第７ 

第６条 報告の受理  ○  ○ 、岩手土木セ

ンター所長及

び千厩土木セ

ンター所長を 

 

           号）の施行に

関する事務 

第７条及び第11条 認定の取消しの

通知 

 ○  ○ 除く。  

 64 ［略］          64 ［略］         

 ［略］          ［略］         

 ［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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